
武蔵村山市立地適正化計画（素案）の概要

第１章 立地適正化計画の概要 （素案ｐ.１～）

・ 策定の目的
駅を中心とした拠点の形成を図るため、従来の都市計画法に基づく用途地域等による土地利用規
制に加え、誘導したい区域や施設を具体的に示し、戦略的なまちづくりを進めるために定めるも
のです。

・ 位置付け
「（仮称）多摩都市モノレール沿線まちづくり方針」（令和７年３月策定予定）及び「武蔵村山
市地域公共交通計画」（令和８年３月策定予定）と連携し、「武蔵村山市第二次まちづくり基本
方針（都市計画マスタープラン）」（令和５年３月策定）の具体化を図るものです。

・ 計画期間
令和７年度～令和２４年度（１８年間）

・ まちづくりの方針
本計画におけるまちづくりの方針を示しています。

駅を中心とした拠点の形成と 歩いて暮らせるまちの実現により
多様なライフスタイルに対応した 選ばれる都市をつくる

・ 目指すべき都市の骨格構造
武蔵村山市第二次まちづくり基本方針において定めている将来都市構造を基本として、多摩都市
モノレールの延伸により設置される５つの駅周辺を３種類の「拠点」に分類して位置付けます。
（仮称）No.3駅周辺 … 中心拠点
（仮称）No.1駅周辺 … 準中心拠点
（仮称）No.2駅周辺、（仮称）No.4駅周辺、（仮称）No.5駅周辺 … 地域拠点

・ 誘導方針
都市機能・居住環境・交通の分野から３つの誘導方針を示しています。
⑴ 駅を中心とした５つの拠点の形成（都市機能）
⑵ 暮らしやすい良好な住宅市街地の形成（居住環境）
⑶ 便利で快適な交通環境の形成（交通）

人口、都市機能、土地利用、交通、都市経営、安全安心の観点から、本市の現況分析を行い、課
題について整理しています。

第２章 現況の分析・課題の整理 （素案ｐ.５～）

第３章 立地の適正化に関する基本的な方針 （素案ｐ.３３～）

第４章 都市機能誘導区域・誘導施設 （素案ｐ.３９～）

・ 都市機能誘導区域
都市機能誘導区域は、医療、福祉、商業等の都市機能を都市の拠点に誘導し集約することで、各
種サービスの効率的な提供が図られるよう定める区域です。本市においては、５つの駅周辺に都
市機能誘導区域を設定し、その考え方を示しています。

・ 誘導施設
駅周辺（都市機能誘導区域内）への立地が望ましい施設として、行政、子育て、商業、医療、金
融、交流の６機能１０施設を誘導施設として設定し、その考え方を示しています。



問い合わせ先
武蔵村山市 都市整備部 都市計画課 計画係
ＴＥＬ ０４２－５６５－１１１１（内線２７２）

第７章 防災指針 （素案ｐ.７３～）

防災指針は、居住や都市機能を誘導する上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るた
めの指針であり、災害に関する課題とそれに対する具体的な取組を定めています。

第８章 目標と評価 （素案ｐ.１０５～）

・ 目標値の設定
都市機能誘導、居住誘導、交通、防災の各分野において、計画期間終了時（１８年後）の目標値
を設定しています。

・ 協働によるまちづくり
まちづくりは市民、事業者等及び市の協働で進めていく必要があることから、それぞれの役割や
協働によるまちづくりの手法を説明しています。

第５章 居住誘導区域 （素案ｐ.５５～）

居住誘導区域は、一定のエリアにおいて
人口密度を維持することにより、生活サ
ービスやコミュニティが持続的に確保さ
れるよう居住を誘導すべき区域です。
本市においては、市街化区域内の
約８３．８％を居住誘導区域として設定
し、その考え方を示しています。

第６章 誘導施策 （素案ｐ.６５～）

・ 誘導施策
第３章で定めた方針に基づき展開していく誘導施策と、これに対応した想定される事業・取組等
を示しています。
⑴ 都市機能誘導に係る施策 ① 誘導施設の立地誘導による都市機能の集積

② にぎわいと交流を生み出す空間の創出
⑵ 居住誘導に係る施策 ① 身近な生活機能の維持・向上

② ゆとりある低層住宅地の維持・向上
⑶ 交通に係る施策 ① 多摩都市モノレール延伸を見据えた公共交通ネットワークの再編

② 駅を中心とした歩行者・自転車ネットワークの形成
・ 届出制度

本計画策定後は、都市機能誘導区域外に誘導施設の建築等を行う場合や、居住誘導区域外に住宅
の建築等を行う際に届出が必要となることから、その届出制度について説明しています。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は居住誘導

区域から除外する。


